
●
入
札
物
件
【
公
用
車
】　　

①
ト
ヨ
タ 

ハ
イ
エ
ー
ス

②
ト
ヨ
タ 

ハ
イ
エ
ー
ス

③
ニ
ッ
サ
ン 

シ
ビ
リ
ア
ン

④
三
菱 

キ
ャ
ン
タ
ー

●
入
札
物
件
【
備
品
】

⑤
オ
サ
ダ 

電
気
エ
ン
ジ
ン

 （
マ
イ
ク
ロ
モ
ー
タ
ー 

歯
科
用
）  

　
●
入
札
物
件
下
見
会

　

８
月
10
日
㈰

　

午
前
９
時
〜
正
午

　

有
家
町
山
川
１
２
０
０
ー
２　

　

ウ
イ
ン
バ
ロ
ウ
跡
地

●
入
札
参
加
申
込
期
間　

　

８
月
11
日
㈪
〜
８
月
22
日
㈮　

　

午
前
９
時
〜
午
後
５
時
ま
で　

　
（
土
・
日
を
除
く
）

●
入
札
日
時

　

８
月
24
日
㈰　

午
前
９
時

　

西
有
家
庁
舎
３
階
大
会
議
室

●
入
札
参
加
資
格
条
件

・
市
内
に
住
所
を
有
す
る
人
。
ま

　

た
は
市
内
に
事
務
所
ま
た
は
事

　

業
所
を
有
す
る
人
。

・
市
町
村
税
に
未
納
が
な
い
こ
と
。

な
ど

●
入
札
参
加
申
込
書
類

・
一
般
競
争
入
札
参
加
申
込
書

・
市
町
村
税
の
納
税
証
明
書
（
未

　

納
が
な
い
こ
と
を
証
す
る
証
明

　

書
）

・
親
権
者
な
ど
の
同
意
書
（
未
成

　

年
者
の
場
合
）

・
身
分
証
明
書
（
本
籍
地
発
行
の

　

も
の
）

・
商
業
登
記
簿
謄
本
（
法
人
で
申

　

し
込
み
を
行
う
場
合
）

※
売
払
い
の
ご
案
内
と
一
般
競
争

　

入
札
参
加
申
込
書
は
総
務
部
管

　

財
契
約
課（
西
有
家
庁
舎
２
階
）

　

に
用
意
し
て
い
ま
す
。

　
市
立
乳
ガ
浦
老
人
ホ
ー
ム
の

民
間
移
譲
に
伴
い
、
引
き
受
け

社
会
福
祉
法
人
を
募
集
し
ま
す
。

●
移
譲
施
設

　

市
立
乳
ガ
浦
老
人
ホ
ー
ム　

　
（
加
津
佐
町
己
２
２
２
５
番

　

地
イ
）

●
移
譲
日

　

平
成
21
年
４
月
１
日
㈬

●
応
募
資
格

　

県
内
で
第
一
種
社
会
福
祉
事

　

業
の
経
営
実
績
の
あ
る
社
会

　

福
祉
法
人

●
応
募
関
係
書
類

　

福
祉
保
健
部 

地
域
福
祉
課

　

高
齢
福
祉
班（
有
家
庁
舎
内
）

　

で
８
月
28
日
㈭
ま
で
配
布
中

▼お問い合わせ
　福祉保健部 地域福祉課 高齢福祉班
　☎０５０（３３８１）５０５１
　E-mail :  koureifukushi@city.minamishimabara.lg.jp

▼お問い合わせ
　総務部 人事課　☎０５０（３３８１）５０２１
　南島原市西有家町里坊９６番地２
　E-mail： jinji@city.minamishimabara.lg.jp

　

ア
ナ
ロ
グ
テ
レ
ビ
放
送
は
、

２
０
１
１
年
７
月
24
日
ま
で
に

終
了
し
、
地
上
デ
ジ
タ
ル
放
送

（
地
デ
ジ
）
に
完
全
移
行
し
ま

す
。

　
●
地
デ
ジ
を
見
る
た
め
に
は…

①
地
デ
ジ
対
応
の
テ
レ
ビ
に
買

　
い
換
え
る
。

②
従
来
の
ア
ナ
ロ
グ
テ
レ
ビ
に

　
地
デ
ジ
チ
ュ
ー
ナ
ー
を
買
い

　
足
す
。

③
ケ
ー
ブ
ル
テ
レ
ビ
で
視
聴
す

　
る
方
法
が
あ
り
ま
す
。

　

集
合
住
宅
や
ビ
ル
陰
、
山

間
部
な
ど
の
難
視
聴
解
消
の

た
め
の
共
聴
施
設
で
テ
レ
ビ

を
視
聴
さ
れ
て
い
る
場
合
、

そ
の
施
設
を
地
デ
ジ
が
受
信

出
来
る
よ
う
に
改
修
や
調
整

が
必
要
に
な
る
場
合
が
あ
り

ま
す
。

　

共
聴
施
設
の
設
置
者
や
管

理
者
の
方
は
、
企
画
振
興
部

情
報
統
計
課
に
ご
連
絡
く
だ

さ
い
。

▼お問い合わせ
　企画振興部情報統計課　☎０５０（３３８１）５１００
　（共同施設関係）
　総務省九州総合通信局　☎０９６（３２６）７８８２
　（その他の全般）

※

テ
レ
ビ
な
ど
購
入
さ
れ
る
際
に
は
、
機
器
に
貼
付
し
て

　
あ
る
上
記
の
シ
ー
ル
を
目
印
に
し
て
下
さ
い
。

受
付
期
間

・
７
月
22
日
㈫
〜
８
月
22
日
㈮

　
（
土
曜
、日
曜
、祝
日
を
除
く
）

　

８
時
30
分
〜
17
時
15
分

・
郵
送
の
場
合
は
、
８
月
22
日
㈮
ま

　

で
の
消
印
の
あ
る
も
の

　第
一
次
試
験
日

・
９
月
21
日
㈰

　試
験
職
種
・
採
用
予
定
数
お
よ

び
受
験
資
格

●
行
政（
大
卒
程
度
）…

若
干
名

　

昭
和
53
年
４
月
２
日
か
ら
昭
和
62

　

年
４
月
１
日
ま
で
に
生
ま
れ
た
人

●
身
体
障
害
者
対
象
・
一
般
事
務　

　
（
高
卒
程
度
）…

若
干
名

　

昭
和
53
年
４
月
２
日
か
ら
平
成
３

　

年
４
月
１
日
ま
で
に
生
ま
れ
た
人

　

で
、
身
体
障
害
者
手
帳
の
交
付
を

　

受
け
て
い
る
人
（
自
力
に
よ
る
通

　

勤
が
で
き
、か
つ
、介
助
者
な
し
に

　

職
務
の
遂
行
が
可
能
な
人
に
限
り

　

ま
す
）

受
験
手
続
き

●
申
込
用
紙
請
求
先

・
申
込
用
紙
は
、
試
験
案
内
と
併
せ

　

南
島
原
市
役
所
人
事
課
お
よ
び
各

　

総
合
支
所
市
民
課
で
交
付
し
ま
す
。

※

試
験
の
方
法
な
ど
詳
細
は
、
試
験

　

案
内
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

・
申
込
用
紙
を
郵
送
で
請
求
す
る
場

　

合
は
、封
筒
の
表
に「
職
員
採
用
試

　

験
申
込
用
紙
請
求
」と
朱
書
し
、１

　

２
０
円
切
手
を
貼
っ
た
あ
て
先
明

　

記
の
返
信
用
封
筒（
角
型
２
号
）を

　

必
ず
同
封
の
う
え
、
総
務
部
人
事

　

課
へ
ご
請
求
く
だ
さ
い
。

●
試
験
の
申
込
方
法
お
よ
び
申
込
上

　
の
注
意

ア
申
込
用
紙
に
は
必
要
事
項
を
記
入
し
、

　

総
務
部
人
事
課
へ
提
出
の
う
え
、
受

　

験
票
を
受
け
取
っ
て
く
だ
さ
い
。

イ
申
込
書
を
郵
送
さ
れ
る
場
合
は
、
封

　

書（
簡
易
書
留
扱
い
）に
し
て
く
だ
さ

　

い
。な
お
、
申
込
用
紙
の
郵
便
は
が
き

　

欄
に
は
、あ
て
先
を
明
記
し
、50
円
切

　

手
を
必
ず
貼
っ
て
く
だ
さ
い
。

ウ
申
し
込
み
の
際
は
、
必
ず
申
込
書
に

　

写
真
を
貼
っ
て
く
だ
さ
い
。写
真
は

　

申
込
前
６
カ
月
以
内
に
、
帽
子
を
か

　

ぶ
ら
な
い
で
正
面
か
ら
上
半
身
を
撮

　

影
し
た
も
の
で
、
本
人
と
は
っ
き
り

　

わ
か
る
も
の（
縦
５
・
５
㎝
、
横
４
・

　

５
㎝
の
も
の
）

エ
写
真
が
な
い
場
合
は
受
け
付
け
で
き

　

ま
せ
ん
。

①トヨタ ハイエース
（自家用普通車：10人乗り H6年式）

②トヨタ ハイエース
（自家用普通特種自動車：10人乗り
H10年式）

③ニッサン シビリアン
（マイクロバス：28人乗り H6年式）

④三菱 キャンター
（し尿処理車：３人乗り H8年式）

⑤オサダ 電気エンジン
（マイクロモーター：歯科用）

　

公
用
車
お
よ
び
備
品
の
一
部
を
売
却
（
公
売
、
一
般
競
争
入
札
）
し
ま
す
の
で
、

購
入
を
希
望
す
る
人
は
、
入
札
参
加
申
込
書
を
提
出
し
て
く
だ
さ
い　

公
用
自
動
車
お
よ
び
備
品

　（
市
有
財
産
）を
売
り
払
い
ま
す

市立乳ガ浦老人ホーム
引き受け法人募集

2011年7月24日までに
アナログ放送は終了します

▼
お
問
い
合
わ
せ　

総
務
部 

管
財
契
約
課　
☎
０
５
０
（
３
３
８
１
）
５
０
２
２

お問い合わせは各担当課へ

　市では、安全・安心住まいづくり支援事業を行っています。
　これは、市内の戸建木造住宅の耐震診断や耐震改修工事に対して、県と市が連携して費用の一部を支援
するものです。

●対象住宅等
　・昭和56年５月31日以前の旧耐震基準で建設された３階建て以下の木造住宅
　・申請者本人(税金の未納がない者)が所有し、居住する住宅

安全・安心住まいづくり支援事業

●耐震診断
　皆さんの申し出により、市が契約する建築設計
　事務所協会の診断士が訪問し調査します。
　診断の費用は15,000円（費用総額45,000円。うち、
　30,000円は、市から直接支払われます。）

●耐震改修
　「危険」と判定された住宅の耐震改修工事に対
　し、工事費の1/2、かつ60万円を上限に補助し
　ます。改修工事の契約は、建設業の許可を受け
　ている地元業者をお選びください。

▼お問い合わせ　建設部 都市計画課　 ☎０５０（３３８１）５０６７

南島原市職員募集
　南島原市の平成21年４月１日採用職員を次
のとおり募集します。
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